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２． 詳細は係員の指示によること

　　 こと

１． 設計図書、福島県共通仕様書（業務

　　 委託編）及び特記仕様書に準じる

工 事 価 格

・打合せ：　　　　　N＝1.0式

仕
様
概
要

工
事
概
要



設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～80％で適宜の割合

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～81％

算 定 式 直接人件費＋直接経費＋（その他原価×90％）＋（一般管理費等×50％）

その他の業務委託等

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の2／3～85％

算 定 式
直接調査費＋（間接調査費×90％）＋（解析等調査費×80％）＋（諸経費＋その他原価＋
一般管理費等）×50％

最低制限価格の設定（算定）について

　今回の入札において、最低制限価格を下記の計算式に基づき設定しております。

　※該当工事（業務委託）には　✓　の表示をしております。

　工事関連業務委託に伴う最低限必要な費用＝Ｐ（最低制限価格）

南相馬市立地適正化計画基策定業務委託

※諸経費＝間接測量費＋一般管理費等

土木及び建築関係コンサルタント業務

測量業務

※下記の業種における設定範囲内で算出（1千円未満の端数は切り捨てる）した額に、消費税額を加
算した額を最低制限価格（Ｐ）とする。ただし、上記の設定範囲を上回った（下回った）場合には、それ
ぞれ設定範囲の上限（下限）値とする。

※ 「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」、「その他原価」、「一般管理費等」及び「技術料等経費」
等、各経費項目によらない業務については、各設定範囲内で適宜の割合とする。

※ 業務を一括発注する場合（例えば、測量設計業務委託など）は、それぞれの算定式により算出さ
れた額の合計額とする。

設定範囲 予定価格（入札書比較価格）の60％～82％

設定範囲

算 定 式 直接測量費＋（諸経費×50％）

補償関係コンサルタント業務

算 定 式
直接経費＋（その他原価×90％）＋（一般管理費等×50％）

【土木設計】

地質調査業務

【建築設計】

直接人件費＋特別経費＋（技術料等経費×60％）＋（諸経費×60％）

予定価格（入札書比較価格）の60％～81％

















１ 

令和８年度 南相馬市立地適正化計画策定業務委託 

特記仕様書 
 

 

第１章 総   則 

 

第１条 （適用範囲） 

 本仕様書は、令和８年度 南相馬市立地適正化計画策定業務委託に適用する。 

 

第２条 （目的） 

立地適正化計画は、これまでのまちづくりの経緯・取り組みを踏まえ、総合計画や地方創生総合

戦略、都市計画マスタープラン等の上位・関連計画等と連携した上で、医療・福祉施設、商業施

設や居住地域を都市全体の観点から誘導し、公共交通の充実した、地域住民が暮らしやすい都

市構造を形成することを目的としている。 

本市では、人口減少と高齢化が進む中で、暮らしやすさと住みたくなる魅力を高めるまちづくり

を進めているが、本業務は、これらをさらに進め、持続可能な住みよいまちづくりを進めるために、

「立地適正化計画」の策定を行うものである。 

 

第３条 （対象区域） 

 本業務の対象地域は行政区域全域とし、立地適正化計画区域の設定は、都市計画区域とす

る。 

 

第４条 （業務委託） 

 受託者（以下「乙」という）は、業務の実施にあたり、あらかじめ委託者（以下「甲」という）と充分な

打ち合わせを行い、業務計画書を作成し速やかに報告するものとする。 

 

第５条 （配置予定技術者） 

 配置予定技術者は、以下の事項を全て満たさなければならない。 

 

（１）配置予定管理技術者 

①過去５年以内に完了した同種業務（立地適正化計画策定）の実績を有すること。 

②技術士（総合技術監理部門または建設部門）または、シビルコンサルティングマネージ 

ャ（RCCM）（都市及び地方計画）の資格を有すること。 

 

（２）配置予定担当技術者 

①過去５年以内に完了した同種業務（立地適正化計画策定）の実績を有すること。 

 

第６条 （貸与・供与品） 

甲は、業務の実施にあたり、必要な原図及び資料等（編集、修正、調整が必要な場合はそれら

の作業も本業務に含むものとする）を乙に貸与あるいは供与するものとし、貸与品については、汚

損等のないよう十分に注意するものとする。 



２ 

また、貸与及び供与品については、甲の承諾なくして他への公表及び貸与してはならない。 

 

第７条 （疑義の解決） 

業務実施にあたり、本仕様書に明示なき事項、または疑義を生じた場合は、甲乙協議の上定め

るものとする。 

 

第８条 （業務委託の期間） 

 本業務の委託期間は、契約日の翌日から令和９年３月１２日限りとする。 

 

 

第２章 業 務 内 容 

 

第９条 （作業項目） 

本業務の作業項目は、以下のとおりとする。 

 

1. 計画準備 

立地適正化計画基礎調査を改めて精査し、課題や論点を整理する。その結果を踏まえ、計

画素案の作成、計画立案に向けた論点を明確にする。なお、策定内容及び手順等は、国土交

通省 都市局 都市計画課が公表した「立地適正化計画の手引（最新版）」にしたがって実施す

る。 

 

2. 委員会等支援 

庁内を主軸とした庁内策定委員会及び市民を代表とした市民検討委員会の開催等に必要

な資料を作成し、その会議の支援を行う。 

庁内策定委員会及び市民検討委員会は、それぞれ２回程度の開催を想定しており、詳細に

ついては別途指示する。 

 

3. 計画原案作成 

委員会等の意見を反映し、国土交通省都市局都市計画課が公表した「立地適正化計画の

手引（最新版）」に基づき、誘導方針・誘導区域・誘導施設・誘導施策・目標値・防災指針及び

監督員指示による事項について計画原案を作成する。 

当該計画原案は、市民説明会、関係機関協議、学識者協議等により出された意見を踏まえ

て検討し、適正に見直しをする。協議等における支援及び資料の作成も含む。 

 

第３章  成 果 品 

 

第10条 （成果品） 

 本業務の成果品は次の通りとする。ファイル形式等については監督員との協議による。 

 

１）業務報告書（A4判簡易製本）  １部 

２）電子データ  一式 


